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総   括 

 

１ 監査の基準 

  焼津市監査基準（令和２年焼津市監査委員告示第３号。以下「監査基準」という。）に

基づいて実施した。 

 

２ 監査の種類 

地方自治法第 199条第７項による財政援助団体等監査 

 

３ 監査の対象 

（１） 指定管理者監査 

対象施設 焼津市立養護老人ホーム 慈恵園 

指定管理者 社会福祉法人 焼津福祉会 

所管課 健康福祉部 地域包括ケア推進課 

 

（２） 財政援助団体監査 

焼津商工会議所事業補助金、焼津商工会議所地域商店街活性化補助金 

所管課 経済部 商工課 

団 体 焼津商工会議所 

 

４ 実施日、実施場所及び監査の範囲 

実 施 日 監 査 の 対 象 実 施 場 所 監査の範囲 

令和４年９月 28日 

社会福祉法人焼津福祉会

（対象施設：焼津市立養

護老人ホーム慈恵園） 

焼津市立養護老人

ホーム慈恵園 
令和３年度 

令和４年 11月７日 焼津商工会議所 
焼津商工会議所 

会議室 
令和３年度 

 

５ 監査の着眼点 

監査基準に掲げる監査等の目的を着眼とした。 

 指定管理者監査の着眼点 

（１） 所管部局関係 

ア． 指定管理者の指定は、適正・公正に行われているか。 

イ． 指定管理者に対し適時かつ適切に当該業務又は経理の状況に関し報告を求め、調
査し、または指示を行っているか。 

（２） 指定管理者関係 

ア． 施設は関係法令の定めるところにより適切に管理されているか。 

イ． 協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 
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ウ． 公の施設の管理に係る収支会計経理は適正になされているか。また、領収証等の
証拠書類の整備、保存は適切か。 

 財政援助団体等監査の着眼点 

（１）所管部局関係 

  ア. 補助金等の交付目的及び対象事業の内容は明確か。 

  イ．補助金等の額の算定や交付方法、手続き等は適正か。 

ウ． 補助金等の効果及び条件の履行の確認はされているか。 

エ． 補助金等の交付目的や効果等から判断して、統合・廃止等の見直しをする必要は
ないか。 

（２）団体関係 

   ア．事業は計画及び交付条件等に従って実施され十分効果をあげているか。 

イ．補助金等に係る会計経理は適正か。 

 

６ 監査の実施内容 

  市からの指定管理料、補助金等に該当する財務及び事務事業の執行状況について、関

係法令等に準拠し、適正かつ効率的に行われているかを監査するため、所管課及び関係

者から関係資料及び証拠書類を徴し、書面調査、実地調査を行うとともに、説明を聴取

した後、質疑を行って実施した。 

    

７ 監査の結果 

  監査を実施した結果、監査対象団体及び所管課の財務事務の執行については、おおむ

ね適正に執行され、事業は目的に沿って適切に行われていると認められた。 

   

※用語解説 

 指摘事項：重大な法令違反、著しく公平性・経済性・効率性・有効性に欠ける事業又は

行為、指示しても改善されない事業又は行為で措置や改善を求めるもの、特

に指摘すべき重大な事項であると認められたもの 

 指示事項：指摘には至らないが、事務処理等に措置や改善を求めるもの 

 所  見：検討や要望を求めるもの 
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監査対象機関 焼津市立養護老人ホーム 慈恵園 

 

１ 指定管理者の概要  

（１）名 称  社会福祉法人 焼津福祉会 

所 在 地  焼津市大覚寺三丁目２番地の１ 

(３) 代 表 者  理事長 池ノ谷 聡 

(４) 法人設立    昭和 51年３月 

(５) 職 員 数  191名（令和３年４月１日現在） 

（６）主な業務内容 障害児通所支援事業（３施設）、障害福祉サービス事業（７施設）、地

域生活支援事業（１施設）、障害者支援施設及び養護老人ホーム（各 1

施設）の運営 

（７） 指定管理者として管理運営を受託している施設内容 

          養護老人ホーム 慈恵園 

 

２ 指定管理施設の概要 

  指定管理者が管理する施設は、次のとおりである。 

（１）名   称  養護老人ホーム 慈恵園 

（２）所 在 地  焼津市大覚寺三丁目２番地の３ 

（３）設置目的   環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが 

困難な人に対し、自立した日常生活を送ることができるよう支援する。 

（４）開設年月日  昭和 27年６月１日  

（５）定   員  60名 

（６）主たる対象者 65歳以上の高齢者 

   

 

３ 指定管理運営の概要 

  施設の管理業務については、焼津市立養護老人ホーム条例第６条の規定に基づき業務を行

うこととし、単独指名により平成 18年４月１日より社会福祉法人焼津福祉会を指定管理者と

して指名している。現在、第４期目となり、市と社会福祉法人焼津福祉会とは、焼津市立養

護老人ホーム慈恵園の指定管理に関する協定書（以下「基本協定書」という。）を平成 31

年３月７日に締結し、平成 31年４月１日から令和６年３月 31日までの５年間を指定管理期

間としている。 

  締結された基本協定書第８条に規定する管理業務の範囲は次のとおりである。 

（１）老人福祉法第 11条第１項第１号の規定による入所の措置に係る者の養護及び葬祭に関

する業務 

（２）施設及び付属設備の維持及び管理に関する業務 

（３）その他市長が必要と認める業務 （各号に掲げる業務の細目は仕様書に定めるとおり） 
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４ 指定管理料の状況 

  市が指定管理者に支払う指定管理料は、基本協定書第 32条において、協定期間における本

施設の管理に必要な経費として、「老人福祉法第 11条の規定による措置事務の実施に係る指

針について」及び「老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について」に基づき算出した額

を支払うものとし、原則として毎月５日までに概算請求されたものに対して審査し適正と認

めた時には毎月概算払いを行い、翌月精算処理を行うものとする。事務費については、措置

人数によらず施設の入所定員分の定額により算出した額とする。 

  指定管理料の年度別内訳は次のとおりである。 

   

年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

管理運営費 131,537,201円 124,990,858円 117,186,197円 107,523,980円 95,589,610円 

年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度  

管理運営費 87,163,272円 107,139,814円 107,677,005円 104,786,812円  

 

５ 施設の利用状況  

  過去５年間の施設の利用状況及び入退去状況は次のとおりである。                

 
《入・退去状況》 

年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

入居者数 3 1 2 6 5 

退所者数 7 6 2 2 6 

死亡者数 2 1 1 3 0 

年度末在籍数 39 33 32 33 32 
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６ 事業活動収支決算状況 

  令和３年度の収支決算状況は次のとおりである。 
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７ 監査の結果 

【総 括】 

      指定管理者である社会福祉法人焼津福祉会における施設の管理運営については、基本協

定等に基づきおおむね適正に実施されているものと認められた。 

所管課である地域包括ケア推進課における指定管理者の指定、指定管理料の支出等の事

務処理については、おおむね適正に処理されているものと認められた。 

 

【所 見】 

（１） 地域包括ケア推進課 

今後、高齢化がますます進む中、支援の困難度の増大、ニーズの複雑化は確実と考えら 

れるため、指定管理者と十分な情報交換による意思疎通を図り、連携を密にし、より質の 

高い市民サービスを提供する管理運営となるよう指導されたい。併せて、養護老人ホーム 

に対する市民の認知度が低いと思われるので、ターゲットを絞って周知・広報活動を行う 

などの対策が必要である。 

指定管理料及び施設の修繕等については、現場の状況を十分把握し、必要があればしか 

るべき措置を講じられたい。 

（２）社会福祉法人焼津福祉会 

焼津市立養護老人ホーム慈恵園は、行政の措置により経済的・家庭環境的理由で自宅で

の生活を続けるのが困難な 65歳以上の高齢者が入所している。 

指定管理者である社会福祉法人焼津福祉会は多様な福祉サービスを提供しており、支援

を必要とする人々の尊厳と人間性を尊重し自立と共生の地域社会づくりに努めている。 

サービス提供の継続性を損なわずに経営の安定化を図るため、市と指定管理者で協議し

てより良い方向性を見出すべきである。 

また、施設や設備の点検・修繕は入所者の生活の安定・安全に関わるところなので、是

正すべき所は是正し、優先順位をつけて計画的に対応することを求める。 
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監査対象団体 焼津商工会議所 

 

１ 団体の概要 

（１）名   称 焼津商工会議所 

（２）地   区 平成 20年 11月１日現在における焼津市の区域 

（平成 20年 10月 31日現在における大井川町の区域を除く） 

（３）所 在 地 焼津市焼津四丁目 15番 24号 

（４）目   的 地区内における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改

善発達を図り兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もって我が国商工

業の発展に寄与することを目的とする。 

（５）設   立 昭和 26年（1951年）９月設立 

（６）会 員 数 個人 1,004件、法人 1,139件、団体 27件 計 2,170件（令和４年３月

31日現在）※特別会員 162件を含む 

（７）事   業  

  ① 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議する

こと 

  ② 行政庁等の諮問に応じて、答申すること 

  ③ 商工業に関する調査研究を行うこと 

④ 商工業に関する情報及び資料の収集又は刊行を行うこと 

⑤ 商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容、その他商工業に係る事項に関する証

明鑑定又は検査と行うこと 

⑥ 輸出品の原産地証明を行うこと 

⑦ 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること 

⑧ 商工業に関する講演会又は講習会を開催すること 

⑨ 商工業に関する技術及び技能の普及又は検定を行うこと 

⑩ 博覧会、見本市等を開催し又はこれらの開催のあっ旋を行うこと 

⑪ 商事取引に関する仲介又はあっ旋を行うこと 

⑫ 商事取引の紛争に関するあっ旋、調停又は仲裁を行うこと 

⑬ 商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと 

⑭ 商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと 

⑮ 商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること 

⑯ 交通、運輸並びに、港湾の改善発達を図ること 

⑰ 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと 

⑱ 行政庁から委託を受けた事務を行うこと 

⑲ 前払式支払手段の発行を行うこと 

⑳ 前各号に掲げるもののほか、本商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行 

  うこと 
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 （８）役員等の状況（令和４年３月 31日現在） 

役 

員 

等 

会頭 １人 
事
務
局
職
員
等 

事務局長 １人 

副会頭 ３人 総務課 ３人 

専務理事 １人 会員サービス課 ５人 

常議員 32人 中小企業相談所 ７人 

監事 ３人   

 

２ 補助金の交付状況 

  補助金の交付要綱に基づき、予算の範囲内において補助金を交付している。 

補助金の名称 補助金額(円) 補助目的及び補助対象の事業 交付決定年月日 

令和３年度 

焼津商工会議所事業

補助金 

14,000,000 

地域経済の振興発展を図るため。 

 

補助対象経費の 1/2 

限度額 14,000,000円 

（ただし、美食のまち事業について
は 1,000,000円を限度とする。） 

令和３年 

７月６日 

令和３年度 

焼津商工会議所地域

商店街活性化補助金 

1,900,000 

小規模事業所の経営の安定と地域
商店街の活性化を図るため。 

 

補助対象経費の 9/10 

限度額 1,900,000円 

令和３年 

６月 10日 
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３ 事業の活動収支決算状況 

（１） 令和３年度 焼津商工会議所事業補助金の収支決算状況は次のとおりである。 

 

【収入】                            （単位：円） 

科  目 金  額 摘  要 

自己財源額 17,493,596 焼津商工会議所 

交付金 13,000,000 焼津市補助金 

交付金 1,000,000 焼津市補助金（美食のまち事業） 

合 計 31,493,596  

 【支出】                            （単位：円） 

事業名 補助対象額合計 補助金額 自己財源額 

商工振興対策事業 調査広報事業 5,934,806 2,800,000 3,134,806 

法定台帳作成

管理事業 
2,372,857 1,000,000 1,372,857 

労務及び労働福祉

対策事業 

表彰事業 
1,936,127 900,000 1,036,127 

産業教育及び商工

実務技能普及事業 

検定事業 
2,941,052 1,400,000 1,541,052 

物産、観光及び交易

振興に関する事業 

観光物産振興

対策事業 
977,955 470,000 507,955 

地域再生ビジョン

事業 

地域再生対策

事業 
1,235,271 600,000 635,271 

部会活動事業 部会活動事業 4,902,194 2,330,000 2,572,194 

小 計  20,300,262 9,500,000 10,800,262 

 

事業名 補助対象額合計 補助金額 自己財源額 

美食のまち事業 美食のまち事業 2,423,815 1,000,000 1,423,815 

 

事業名 補助対象額合計 補助金額 自己財源額 

中小企業相談所事業 中小企業相談所事業 8,769,519 3,500,000 5,269,519 

 ※令和３年度焼津商工会議所一般会計・特別会計収支決算総括表については巻末に添付。 
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（２） 令和３年度 焼津商工会議所地域商店街活性化補助金の収支決算状況は次のとお

りである。 

【収入】                            （単位：円） 

科 目 金  額 摘  要 

負担金 213,838 駅前商店街より負担 

補助金 1,900,000 市補助金 

計 2,113,838  

【支出】                            （単位：円） 

事 業 名 補助対象額合計 補助金額 

委託費 

焼津カツオ SHOWてん 2021事業 1,722,021  

富士山写真展事業 320,000 

黒はんべフライによる PR事業 71,817 

計  2,113,838 1,900,000 

 ※令和３年度焼津商工会議所一般会計・特別会計収支決算総括表については巻末に添付。 

 

４ 監査結果 

【所 見】 

  （１）商工課 

    ア．商工会議所事業補助金の人件費について 

       商工会議所事業補助金については、地域経済の振興発展を図るため交付さ

れており、事業実施に必要な人件費が補助対象として含まれている。人件費

の算定については、焼津商工会議所にて事業ごとの人件費を算出し、所管課

も承認をしている。しかしながら、補助金の原資は税金であり、手続きの透

明性と説明責任が求められることから、人件費の算定については、再度全体

の業務内容を確認し、一定の基準を定めるなど、算定根拠の明確化に努めら

れたい。 

    イ．焼津商工会議所地域商店街活性化補助金 

       焼津商工会議所で商店街連合会の事務局を担っていることから、補助金を

一括して交付しているが、焼津商工会議所では各実行委員会に再委託する形

態で事業を実施している。事業内容から市の業務として実行委員会に委託す

る方法も考えられるため、本補助金の執行について再考願いたい。 

  （２）焼津商工会議所   

     焼津商工会議所の経営及び事業運営について 

     焼津商工会議所は昭和 26年９月に設立され、平成 20年 11月１日現在における 

焼津市の区域（平成 20年 10月 31日現在における大井川町の区域を除く。）につ

いて、商工業の発展に努めており、令和４年３月 31日現在の会員事業所数は 2,170、

組織率は 36.4％となっている。 
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事業推進にあたっては、地区内の経済の活性化と地域振興を図るための事業費

補助であることから、社会情勢の変化や時代の変遷に対応した、より効果的で効

率的な運営を行うとともに、市の各部局との連携の充実、情報共有に努められた

い。 

 また、焼津商工会議所が本市の商工業の一翼を担っていることは理解するもの

であるが、補助事業を中心とした事業遂行では、本来、自主・独立が基本である

商工会議所の運営理念との乖離が生じると考える。そのため、自主財源の確保と

自主事業の強化や見直し、改善等の取り組みについても検討されたい。 
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参 考 

焼 津 商 工 会 議 所 の 令 和 ３ 年 度 の 決 算 書 の 概 要 は 次 の と お り で あ る 。

 



 


